
会費徴収基準、払込の方法及び納期 

 

１．会費徴収基準（平成２２年４月１日現在） 

 

基   準 金 額（月額） 備   考 

事業専従者数（事業主を含む） 

１人～  ６人 

７人～ ２０人 

２１人～ ５０人 

５１人～１００人 

１０１人～３００人 

３０１人以上 

 

８００円 

１，０００円 

２，０００円 

３，０００円 

５，０００円 

１０，０００円 

 

年度途中加入の場合は、 

その加入月より徴収します。 

同一の経営者による 

複数事業所 

（同一代表者による二以上の 

事業所を言う） 

一律 

２，０００円 

（年間） 

最初の事業所については、 

上記事業専従者数基準を適用 

し、二つ目の事業所からとし 

ます。 

大規模小売店舗 

（営業面積） 

３００～５００㎡ 未満 

５００～１，０００ 〃 

１，０００～１，５００ 〃 

１，５００～３，０００ 〃 

３，０００～４，５００ 〃 

４，５００～６，０００ 〃 

６，０００～９，０００ 〃 

９，０００㎡以上 

 

 

２，０００円 

３，０００円 

５，０００円 

１０，０００円 

１５，０００円 

２０，０００円 

３０，０００円 

５０，０００円 

サービス業を含む全営業面積を 

基準とします。 

 

 

２．会費の納期 

 

自動振替 

   前期分（ ４月～９月分） ６月１２日に指定口座より引落し致します。 

   後期分（１０月～３月分）１２月１２日に     〃  

 

３．加入金は不要です。 


